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令和４年７月８日

（一社）全国建設業協会会長 あて

国土交通省不動産・建設経済局

建設市場整備課長

[公 印 省 略]

令和４年度 建設資材・労働力需要実態調査の実施について（協力依頼）

平素は、国土交通行政の推進に対しご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、国土交通省におきましては、令和４年度建設資材・労働力需要実態調査を下記によ

り実施致します。

つきましては、調査の実施に際して、貴協会会員企業（事業所）の皆様への調査協力に関する周知

等、格段のご協力を賜りたくお願い申し上げます。

記

１．調査名

令和４年度建設資材・労働力需要実態調査（統計法に基づく一般統計調査）

２．調査の目的

本調査は、令和３年度内に着工された建築工事の施工金額、使用資材量、労働者数等を集計し、請

負金額及び施工面積あたりの資材量、就業者数（金額原単位、面積原単位）を算出することにより、

主要建設資材の需要予測や建設労働需給調査等に活用し、建設資材及び労働力の需給の安定化対策の

推進を図ることを目的とする。

３．調査内容及び調査時期

貴協会会員企業（事業所）への調査依頼内容は、別添のとおりです。

（予備調査）

調査票の配布（郵送）： 令和４年 ７月 ２６日(金)発送予定

調査票の回収期限 ： 令和４年 ８月 ２６日(金)

（本調査）

予備調査結果から調査対象工事を抽出し、令和４年１１月～１２月に調査を行う予定。

４．調査担当部局

（担当部局） 国土交通省不動産・建設経済局

建設市場整備課 資材係 萬(よろず)

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３

電話 ０３－５２５３－８１１１（代）（内線：２４８６４）

（調査委託先）株式会社 スパー・エフエム・ジャパン 澤野

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-8アミノ酸会館ビル６F

電話 ０３－６７７８－１４７７



令和４年度 建設資材労働力需要実態調査（予備調査） 

－ご協力のお願い－ 
 

 平素より、国土交通行政の推進に対しご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 
国土交通省では、建設事業の円滑な実施を図るため、主要建設資材の需要予測や建設
労働需給調査などを公表することにより、建設資材及び労働力の需給の安定化対策を推
進しているところです。 
建設資材の需要予測にあたっては、建設工事における使用資材量や労働者数を把握す
ることが必要であり、今年度は、令和３年度内に着工された建築工事を対象に、施工金
額、使用資材量、労働者数等を把握することを目的とした『建設資材労働力需要実態調
査』を実施致します。 
 
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、貴事業所に対して、建設資材
労働力需要実態調査の予備調査票をお送り致しますので、上記の趣旨をご理解のうえ、
調査への回答のご協力をお願い申し上げます。 
なお、今回の調査（予備調査）は、別途、秋頃実施を予定しています調査（本調査）の
対象工事を抽出するために行うものであり、調査（本調査）の工事対象となった場合に
は、あわせてご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 
令和４年 7月 
国土交通省 不動産・建設経済局 
 建設市場整備課  

                        電話：03-5253-8111（代）（内線 24864） 
 

         アンケートを回答する前にお読みください         

（裏面に続く） 

 

アンケートの回答方法と締切について 
・ ご回答方法：下記のいずれかの方法にてご回答ください。 

[方法 1] 同封の返信用封筒に調査票を入れて、ポストに投函（切手不要）。 
電子媒体にてご記入を希望の方は下記WebサイトよりMS-Excel版のデー
タをダウンロードの上、書面にてご提出もしくはメールにてご回答いただく
ことも可能です。  

[方法 2] 下記WebサイトにアクセスしていただきWeb画面上で回答 
 

データDL・Web回答サイト  https://sfmj-ri.jp 

回答（投函）期限は  ８月２６日（金） です。 

 

回答いただいた情報の保護について 
・ 回答していただいた調査票は厳重に保管し、調査結果は全て統計的に処理され
ますので、回答された事業所が特定されるような形で公表することはございま
せん。 

・ 回答結果につきましては、本調査以外の目的に使用することは一切ございません。

 

調査票の記入に関するお問い合わせ先及び調査票提出先 
何か不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

 〒103-0027   
  株式会社 スパー・エフエム・ジャパン 
 「令和 4年度 建設資材労働力需要実態調査」事務局（担当：澤野） 

電 話：050-3612-4457 
E-mail：survey@sfmj-ri.jp  

  

〒 
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